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目的

 本資料は、搬入物検査等により検出した不適正ごみについて、いくつかの事例を取り上げた資
料です。区民の皆さまにおかれましては、不適正ごみの搬入防止と、安全で安定的な清掃工場
の操業のため、廃棄物を排出する際の参考としてご活用ください。

 事業系一般廃棄物を処理施設に搬入する持込業者におかれましては、排出事業者への周知
に御活用いただく等、適正搬入のための資料としてご参照ください。

処理施設
東京二十三区清掃一部事務組合が管理運営する清掃工場及び中防処理施設（不燃ごみ処理
センター・粗大ごみ破砕処理施設・選別機）

工場 東京二十三区清掃一部事務組合が管理運営する清掃工場

持込み
東京23区内の事業者が排出した事業系ごみ（事業系一般廃棄物）を排出事業者が自ら運搬、
または、一般廃棄物収集運搬業の許可を有する業者に委託して運搬し、処理施設に搬入すること

区収集 東京23区民が排出した家庭ごみを各区が収集・運搬し、処理施設に搬入すること

不適物 処理施設の受入基準に適合しない廃棄物

廃掃法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）

条例 東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例

規則 東京二十三区清掃一部事務組合廃棄物処理条例施行規則

要綱 東京二十三区清掃一部事務組合事業系一般廃棄物の持込みに関する取扱要綱

【凡例】
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１ 不適正搬入の現状等



（１）不適正搬入の現状

１ 搬入物検査の実施状況（検査数）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

持込み 69(6.3%) 55(5.6%) 19(3.7%) 7(1.2%) 38(7.6%)

区収集 949(35.1%) 814(33.1%) 324(31.4%) 461(26.6%) 423(27.7%)

合計 1,018(26.8%) 869(25.3%) 343(22.1%) 468(20.4%) 461(22.7%)

２ 不適正搬入の発生件数（括弧内数字は不適正搬入率）

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

持込み 1,091 980 520 561 502

区収集 2,702 2,458 1,032 1,733 1,527

合計 3,793 3,438 1,552 2,294 2,029

※令和4年度は12月末時点の数字

※令和4年度は12月末時点の数字
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 例年、工場では計2,000件を超える検査を実施しています。
※令和2年度は新型コロナウイルスの影響により、検査数が少なくなっています。

 不適正搬入率［不適正搬入の発生件数÷検査数］は、持込みよりも区収集の方が高
い割合となっています。



（２）不適正搬入による影響

 不適正搬入により工場が停止すると、停止した工場に搬入していた分の廃棄物を別の工場
へ搬入することとなり、収集時間の遅れや運搬コストの増加につながります。

 工場の再稼働には多額の燃料費を要し、復旧に多くの時間と人員を費やすこととなります。
このように不適正搬入は、ごみの収集運搬や工場の運営に重大な影響を及ぼします。

○ 搬入可能な寸法を超える廃棄物が搬入されると、
設備機器内で詰まる可能性があります。

○ 針金や布などの不適物が絡まり、雪だるま式に大きく
なることで設備機器内で詰まり、工場の稼働が停止
した事例もあります。

【清掃工場内で発見された不適物】

焼却しきれずに残った布のかたまり

搬入可能な寸法を超える廃棄物不燃物

焼却炉から摘出された不燃物

○ 不燃物は焼却されないため、焼却炉内に堆積し、動
作不良を起こして停止する可能性があります。

6



（３）搬入物検査とは
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 工場では、安全かつ安定した稼働のため、不適物が搬入されていないか、日常的に検査
を実施しています。

 検査は区収集と持込みの両方を対象としています。工場に持ち込まれた廃棄物を検査ス
ペースでサンプルとして確保し、作業員が不適物の有無を確認します。

不適物の有無の確認検査サンプルの確保



件名

２ 区収集における不適正ごみ
【資料の見方】

発生日 不適正搬入の発生日

発生施設 不適正搬入が発生した工場

不適物の内容 不適正搬入を行った車両に積載されていた全ての不適物を記載してい
ます。特に御確認いただきたい不適物を太字にしています。

写真
（「不適物の内容」のうち、太字の不適物の写真）

！ 不適物の分類や根拠法令等について記載しています。



不燃物①＜乾電池＞

発生日 令和４年８月12日

発生施設 渋谷清掃工場

不適物の内容 乾電池126本（箱に入った状態で発見されました。）
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乾電池（水銀を使用している製
品を除く）は不燃ごみとして廃棄
してください。

なお、ボタン電池・小型充電式電
池（二次電池）は火災の原因と
なる可能性があるため（P.45参
照）、各区のルールに従って廃棄
してください。

！ 乾電池は規則第８条第１号イ（８）の焼却に適さない物、要綱第６条第１項第１号の
不燃物に該当し、受入禁止物です。



不燃物②＜金属製品＞

発生日 令和４年６月15日

発生施設 板橋清掃工場

不適物の内容 フライパン1個（直径28cm×46cm）、テレビアンテナ線1本（3m80cm）、
折りたたみ傘1本
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鍋等の金属製品は、
不燃ごみとして廃棄してください。

！ 金属製品は規則第８条第１号イ（８）の焼却に適さない物、要綱第６条第１項第１号
の不燃物に該当し、受入禁止物です。



不燃物③＜金属製品、陶磁器＞

発生日 令和４年６月17日

発生施設 杉並清掃工場

不適物の内容 布団1枚（120cm×100cm）、毛布2枚（70cm×90cm）、ベッドパッド1枚
（100cm×190cm）、スコップ（鉄）2個、熊手（鉄）1個、陶磁器3個、
びん1本

11

！ 金属製品、陶磁器は規則第８条第１号イ（８）の焼却に適さない物、要綱第６条第１
項第１号の不燃物に該当し、受入禁止物です。

金属製品、陶磁器は、
不燃ごみとして廃棄してください。



不燃物④＜電化製品、ガラス製品＞

！ 電化製品、ガラス製品は規則第８条第１号イ（８）の焼却に適さない物、要綱第６条第
１項第１号の不燃物に該当し、受入禁止物です。

発生日 令和２年９月26日

発生施設 豊島清掃工場

不適物の内容 布団1枚、ファイル5冊（一部金属）、ジョッキ1個（ガラス製）割物、
DVDプレイヤー1台（20cm×23cm×6cm）コード付、びん9本、缶45個、
スプレー缶2個（空）
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小型の電化製品、ガラス製品は不燃ごみ等と
して廃棄してください。（大きさによっては粗大
ごみ又は小型家電として回収されますので、各
区のルールを確認してください。）

電池を使用している電化製品で、電池を取り
外せるものは、取り外して廃棄してください。
また、区によっては、区の施設で電化製品の回
収を行っている場合もあります。



不燃物⑤＜電化製品＞

発生日 平成28年６月24日

発生施設 目黒清掃工場（建替前）

不適物の内容 テニスラケット1個（29cm×72cm）、針金ハンガー1本、コード7本（100cm～
200cm）、イヤホン5個（60cm～100cm）、CDプレーヤー1個、
髭剃り（シェーバー）1個（コード200cm）、携帯電話1個、びん1本
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！ 電化製品は規則第８条第１号イ（８）の焼却に適さない物、要綱第６条第１項第１号
の不燃物に該当し、受入禁止物です。

小型の電化製品は不燃ごみ等として廃棄してください。
（大きさによっては粗大ごみ又は小型家電として回収されますので、各区のルールを確認してください。 ）



不燃物⑥＜電化製品＞

発生日 令和３年12月９日

発生施設 豊島清掃工場

不適物の内容 送風機1台
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！ 電化製品は規則第８条第１号イ（８）の焼却に適さない物、要綱第６条第１項第１号
の不燃物に該当し、受入禁止物です。

小型の電化製品は、不燃ごみ等とし
て廃棄してください。

（大きさによっては粗大ごみ又は小型
家電として回収されますので、各区の
ルールを確認してください。）



不燃物⑦＜電化製品＞

発生日 令和４年８月19日

発生施設 足立清掃工場

不適物の内容 炊飯器1台（タオルにくるまれた状態で発見されました。）
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！ 電化製品は規則第８条第１号イ（８）の焼却に適さない物、要綱第６条第１項第１号
の不燃物に該当し、受入禁止物です。

小型の電化製品は、不燃ごみ等とし
て廃棄してください。

（大きさによっては粗大ごみ又は小型
家電として回収されますので、各区の
ルールを確認してください。）



不燃物⑧＜複数種類の不燃物＞

発生日 平成31年４月９日

発生施設 品川清掃工場

不適物の内容 針金ハンガー2本、金属皿1枚、不燃物のイヤホン2個、炊飯器1台
（直径21cm×25cm）、ヘルスメーター1台（28cm×32cm×8cm）、缶1個
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！ これらは規則第８条第１号イ（８）の焼却に適さない物、要綱第６条第１項第１号の
不燃物に該当し、受入禁止物です。



搬入可能な寸法を超える廃棄物①

発生日 令和４年４月13日

発生施設 練馬清掃工場

不適物の内容 電気カーペット1枚（120cm×135cm）
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！ 搬入可能な寸法を超えるため、規則第８条第１号イ（９）の施設の管理運営に支障を来す
おそれのある物、要綱第６条第２項第１号の受入基準の形状・寸法を超える物に該当し、
受入禁止物です。



搬入可能な寸法を超える廃棄物②

発生日 令和４年９月９日

発生施設 光が丘清掃工場

不適物の内容 すだれ2個（90cm×180cm）、コード1本、缶2個
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！ 搬入可能な寸法を超えるため、規則第８条第１号イ（９）の施設の管理運営に支障を来す
おそれのある物、要綱第６条第２項第１号の受入基準の形状・寸法を超える物に該当し、
受入禁止物です。



搬入可能な寸法を超える廃棄物③

発生日 令和４年８月18日

発生施設 多摩川清掃工場

不適物の内容 ビーズクッション1個
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！ 搬入可能な寸法を超えるため、規則第８条第１号イ（９）の施設の管理運営に支障を来す
おそれのある物、要綱第６条第２項第１号の受入基準の形状・寸法を超える物に該当し、
受入禁止物です。



搬入可能な寸法を超える廃棄物④

発生日 令和４年10月31日

発生施設 中央清掃工場

不適物の内容 クッション1個（60cm×85cm×27cm）、
ルーター1個（14cm×15cm×6cm/コード2本付）
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袋に入った状態のクッション

！ 搬入可能な寸法を超えるため、規則第８条第１号イ（９）の施設の管理運営に支障を来す
おそれのある物、要綱第６条第２項第１号の受入基準の形状・寸法を超える物に該当し、
受入禁止物です。



搬入可能な寸法を超える廃棄物⑤

！ 搬入可能な寸法を超えるため、規則第８条第１号イ（９）の施設の管理運営に支障を来す
おそれのある物、要綱第６条第２項第１号の受入基準の形状・寸法を超える物に該当し、
受入禁止物です。

また、テント部品（金属パイプ、金属釘）、かなづちは、規則第８条第１号イ（８）の焼却に
適さない物、要綱第６条第１項第１号の不燃物に該当し、いずれも受入禁止物です。

発生日 平成31年９月18日

発生施設 大田清掃工場

不適物の内容 テント2個（200cm×260cm、220cm×250cm）、テント部品33個
（46cm～63cm/金属パイプ）、テント組み立用かなづち1個、テント付属部
品20個（金属釘）、びん3本、缶5個
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搬入可能な寸法を超える廃棄物⑥

発生日 令和４年10月13日

発生施設 多摩川清掃工場

不適物の内容 珪藻土マット1枚

22

！ 搬入可能な寸法を超えるため、規則第８条第１号イ（９）の施設の管理運営に支障を来す
おそれのある物、要綱第６条第２項第１号の受入基準の形状・寸法を超える物に該当し、
受入禁止物です。



搬入可能な寸法を超える廃棄物⑦

発生日 令和４年10月13日

発生施設 葛飾清掃工場

不適物の内容 びん1本、缶2個、布団1枚、
タイヤ切断くず自転車タイヤチューブ複数 （60cm×60cm×40cm）
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！ 搬入可能な寸法を超えるため、規則第８条第１号イ（９）の施設の管理運営に支障を来す
おそれのある物、要綱第６条第２項第１号の受入基準の形状・寸法を超える物に該当し、
受入禁止物です。



搬入可能な寸法を超える廃棄物⑧

発生日 令和４年11月５日

発生施設 北清掃工場

不適物の内容 プランター4個（22㎝×67㎝×13㎝）、スプレー缶1個（空）
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！ 搬入可能な寸法を超えるため、規則第８条第１号イ（９）の施設の管理運営に支障を来す
おそれのある物、要綱第６条第２項第１号の受入基準の形状・寸法を超える物に該当し、
受入禁止物です。



搬入可能な寸法を超える廃棄物⑨

発生日 平成31年９月６日

発生施設 江戸川清掃工場

不適物の内容 電子オルガン1個（31㎝×82㎝×11㎝）、ベッドパッド1枚、缶2個
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！ 搬入可能な寸法を超えるため、規則第８条第１号イ（９）の施設の管理運営に支障を来す
おそれのある物、要綱第６条第２項第１号の受入基準の形状・寸法を超える物に該当し、
受入禁止物です。



搬入可能な寸法を超える廃棄物⑩

発生日 令和２年６月24日

発生施設 港清掃工場

不適物の内容 キックボード1個（15cm×57cm×13cm）、電球1個、缶1個
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袋に入った状態のキックボード

！ 搬入可能な寸法を超えるため、規則第８条第１号イ（９）の施設の管理運営に支障を来す
おそれのある物、要綱第６条第２項第１号の受入基準の形状・寸法を超える物に該当し、
受入禁止物です。



搬入可能な寸法を超える廃棄物⑪

発生日 令和２年７月２日

発生施設 豊島清掃工場

不適物の内容 座布団５枚、長座布団3枚、毛布6枚、マット2枚、モップ2本、電動ポンプ1個、
ポンプ1個、ほうき４本、木刀1本、プランター1個、植木1個
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！ 搬入可能な寸法を超えるため、規則第８条第１号イ（９）の施設の管理運営に支障を来す
おそれのある物、要綱第６条第２項第１号の受入基準の形状・寸法を超える物に該当し、
受入禁止物です。



件名

３ 持込みにおける不適正ごみ
【資料の見方】

発生日 不適正搬入の発生日

発生施設 不適正搬入が発生した工場

不適物の内容 不適正搬入を行った車両に積載されていた全ての不適物を記載してい
ます。特に御確認いただきたい不適物を太字にしています。

排出場所 不適物を排出した事業者の業種等を記載しています。

写真
（「不適物の内容」のうち、太字の不適物の写真）

！ 不適物の分類や根拠法令等について記載しています。



産業廃棄物①＜廃プラスチック類＞

発生日 令和４年３月６日

発生施設 新江東清掃工場

不適物の内容 トレイ70ℓ袋7袋（中身入）

排出場所 流通業

！ 食品トレイは産業廃棄物の廃プラスチック類に該当し、受入禁止物です。
民間の産業廃棄物処理施設への搬入をお願いします。
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産業廃棄物②＜廃プラスチック類＞

発生日 令和２年７月19日

発生施設 新江東清掃工場

不適物の内容 ビニール類10ℓ袋4袋・30ℓ袋2袋、発泡スチロール45ℓ袋3袋・70ℓ袋7袋、
廃プラ類20ℓ袋1袋・30ℓ袋1袋、缶1個、ペットボトル3本

排出場所 不明

！ 発泡スチロールは産業廃棄物の廃プラスチック類に該当し、受入禁止物です。
民間の産業廃棄物処理施設への搬入をお願いします。
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産業廃棄物③＜廃プラスチック類＞

発生日 令和４年７月23日

発生施設 有明清掃工場

不適物の内容 自動車用タイヤ（6個）

排出場所 持込業者所有の産業廃棄物収集運搬車両

31

！ 廃タイヤは産業廃棄物の廃プラスチック類に該当し、受入禁止物です。
民間の産業廃棄物処理施設への搬入をお願いします。



産業廃棄物④＜金属くず、廃プラスチック類＞

発生日 令和４年12月18日

発生施設 新江東清掃工場

不適物の内容 マグカップ1個（金属）、グラス3個、電池2本（単一）、びん・缶・ペットボトル入り
20ℓ袋2袋・45ℓ袋4袋、プラ容器7個、びん50本、スプレー缶10個（空）、
缶505個、ペットボトル196本、ペットボトル入り45ℓ袋1袋

排出場所 飲食店

！ 缶は産業廃棄物の金属くず、ペットボトルは廃プラスチック類に該当し、受入禁止物です。
民間の産業廃棄物処理施設への搬入をお願いします。
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産業廃棄物⑤＜金属くず、ガラスくず＞

発生日 令和３年４月９日

発生施設 新江東清掃工場

不適物の内容 布団1枚、毛布2枚、針金ハンガー34個、プラ容器・びん・缶・ペットボトル混入
20ℓ袋2袋、30ℓ袋1袋、缶詰類・びん混入10ℓ箱9箱（中身入）、プラ容
器6個、廃プラハンガー13個

排出場所 不明

！ 缶は産業廃棄物の金属くず、びんはガラスくずに該当し、いずれも受入禁止物です。
民間の産業廃棄物処理施設への搬入をお願いします。
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搬入可能な寸法を超える廃棄物①

発生日 令和２年７月７日

発生施設 世田谷清掃工場

不適物の内容 ベッドマット1個（バンカのクレーンの爪に刺さった状態で発見されました。）

排出場所 不明

！ 搬入可能な寸法である50cmを超えるため、受入禁止物です。
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搬入可能な寸法を超える廃棄物②

発生日 令和３年８月12日

発生施設 足立清掃工場

不適物の内容 ベッド4台（解体）、オイル缶1個（中身入）、金属棚1個
（18cm×30cm×15cm）、廃プラ類・缶・ペットボトル混入30ℓ袋1袋、ビニー
ル類20ℓ袋2袋・30ℓ袋1袋・45ℓ袋2袋、発泡スチロール20ℓ袋1袋、廃プラ
容器2個、ポリ容器1個（4.5ℓ）、缶2個、カセットボンベ5ℓ袋1袋（空）

排出場所 不明

！ 搬入可能な寸法である50cmを超えるため、受入禁止物です。
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ロール状の廃棄物

発生日 令和４年８月28日

発生施設 千歳清掃工場

不適物の内容 クロス紙6本（直径3cm～直径8cm×110cm～122cm）、ビニール類・発泡
スチロール混入45ℓ袋1袋、梱包資材29本（直径2cm～直径6cm×34cm
～48cm/ビニール製）、缶1個、ペットボトル9本

排出場所 駅ビル

！ ロール状のものはコンベヤや破砕ハンマーに絡むため、要綱第６条第２項第１号の受入
基準で定める搬入不可な形状に該当します。
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感染性廃棄物

発生日 平成31年３月19日

発生施設 品川清掃工場

不適物の内容 禁止物の医療系廃棄物5ℓ袋1袋、ガスライター1個（中身入）、筒2個（直径
6cm×20cm）、ザル1個（直径14cm×40cm）、工具類5ℓ袋1袋、靴9個、
混入袋20ℓ袋1袋（ペットボトル、びん、皿/割れ物）、ヘアードライヤー1個（コー
ド付）、弁当がら30ℓ袋1袋、ビニール類30ℓ袋8袋、70ℓ袋1袋、プラ容器9個、
びん6本、缶45個、10ℓ袋1袋、スプレー缶3個（空）、ペットボトル多数

排出場所 不明

！ 感染性廃棄物は特別管理一般廃棄物に指定されており、受入禁止物です。
民間の許可業者に処理を依頼してください。
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その他①＜産廃大量搬入＞

発生日 令和４年４月11日

発生施設 大田清掃工場

不適物の内容 ガスライター1個（中身入）、カーペット1枚（190cm×245cm）、フェルト4本
（直径9cm～20cm×35cm～77cm）、コード2本、電球1個、長靴3個、
ビニール類5ℓ袋3袋・10ℓ袋2袋・20ℓ袋2袋・45ℓ袋1袋、廃プラ容器5個、
廃プラ類60ℓ袋1袋、ポリ容器2個、プラハンガー30ℓ袋1袋、缶13個、
プラカゴ1個(31cm×26cm×18cm)、ペットボトル5ℓ袋1袋

排出場所 不明
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その他②＜産廃大量搬入＞

発生日 令和４年８月５日

発生施設 大田清掃工場

不適物の内容 延長コード1本、ビニール類・廃プラ類混入20ℓ袋2袋、発泡スチロール2箱分、プ
ラ容器9個・20ℓ袋1袋、カゴ1個（44cm×34cm×14cm）プラ製、ポリ容器3
個、おぼん1個（30cm×43cm/プラ製）、缶8個・20ℓ袋1袋、ペットボトル10
本・20ℓ袋1袋

排出場所 不明
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４ 焼却灰等への不適物の混入



焼却灰等の資源化に係る課題①
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 限りある埋立処分場を長く使用していくため、平成25年度から可燃ごみの焼却後に発生する焼却灰
等を資源化する取組を進めています。

 工場で発生した焼却灰等は、民間のセメント工場や資源化施設に運ばれ資源化されますが、焼却し
きれず残った不適物が焼却灰に混入し、問題となっています。

 不適物の混入により、資源化施設での選別作業者への負担増や処理設備への負荷増に伴う故障
につながっています。資源化のさらなる推進のため、廃棄物の適正な処分・搬入をお願いします。

【焼却灰に混入した不適物の例】

タイヤ（乗用車） デスクトップパソコン



焼却灰等の資源化に係る課題②
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【焼却灰に混入した不適物の例】（続き）

金属くず（缶）金属くず

焼却灰等の搬入先の一つである民間施設では、搬入した焼却灰の１割が金属くずである
というデータが出ています。

近年は特に金属くずの割合が増加傾向にあります。



５ その他
（処理施設の停止につながる不適正ごみ等）



（１）水銀による影響

 工場において、水銀が混入したごみが原因で、排ガス中の水銀濃度が高くなり、焼却炉が停止する
事案が発生しています。

 工場が停止すると、復旧には数か月程度の期間を要し、23区の清掃事業に重大な影響を及ぼし
ます。加えて、施設内の水銀の除去には多額の費用がかかることがあります。

清掃工場名 停止期間 復旧に要した外注費用

足立清掃工場 平成22年6月11日 から 平成22年9月3日 まで 約2億8,000万円

光が丘清掃工場 平成22年7月8日 から 平成22年10月18日 まで 約550万円

江戸川清掃工場 平成25年9月18日 から 平成25年10月12日 まで 約350万円

中央清掃工場 平成26年2月8日 から 平成26年6月11日 まで 約1億9,600万円

中央清掃工場 平成28年3月11日 から 平成28年5月5日 まで 約1,200万円

【水銀混入ごみにより停止し復旧に費用を要した主な工場】

【水銀を使用した製品】

体温計
血圧計

水銀試薬等
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蛍光灯

原因者が特定できた場合、
刑事告発や損害賠償等の
法的対応を取る可能性があります。



（２）リチウムイオン電池による影響

 リチウムイオン電池は、破損や変形により発火する危険性が高く、不燃ごみや粗大ごみ等に混入して
いたことで、清掃車両や施設で火災が発生する事例が多数報告されています。

 リチウムイオン電池の廃棄にあたっては、各区の分別ルールに従ってください。

令和4年6月22日発生（中防処理施設）

発火原因の二次電池（黄色テープで絶縁処理済）

消火後の現場
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令和5年1月26日発生（中防処理施設） 令和5年2月10日発生（中防処理施設）

コンベヤ火災

令和2年11月21日発生（中防処理施設）

コンベヤ火災



（３）不適正搬入による違反事例

 令和4年4月21日～26日までの間、墨田清掃工場において、新型コロナウイルスワクチンの接種証
明等に貼付されるシールが大量に搬入されているのが確認されました。

 シールの材質は紙とプラスチックの混合物であり、産業廃棄物（廃プラスチック類）に該当します。
ところが、業者はこれを再生資源（繊維・紙くず）とし、再生資源の減免制度（手数料5割減額）
を使って搬入していました。

 当該業者は廃掃法違反により送致され、代表取締役個人に対し、懲役1年6ヶ月（執行猶予3
年）、罰金50万円が併科され、法人に対し、罰金200万円が科されました。

ワクチンシールの箱が大量搬入

工場のバンカに投入されていた
ワクチンシール

未使用のワクチンシール

外箱にモデルナ製ワクチンの記載

本件に係る罰則規定

〇受託禁止違反（廃掃法第14条第15項）

➡産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める
者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄
物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業
廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

〇投棄禁止違反（廃掃法第16条）

➡何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

【罰則】 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、
または併科。法人にあっては、三億円以下の罰金。
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（４）関係条文
（中防処理施設の場合）
①柱・棒状で長さが180cmまたは角・径が30cmを超える物、 ②板状で縦が
180cmまたは横が90cmを超える物、③箱形で縦が180cmまたは横が90cmまたは
奥行が50cmを超える物、④一時に大量に搬入される物、⑤搬入に長時間を要す
るなど中防処理施設での受入れに支障を来すおそれのある物、⑥清掃工場で受入
れ可能な物、⑦フレキシブルコンテナバッグ

（受入拒否）
第９条 条例第八条第二号の管理者が受け入れることが適当でないと認めるときは、次に掲
げる場合とする。
⑴ 特別区の区長が処理施設への搬入を禁止しているとき。
⑵ 特別区の区長が定める一般廃棄物管理票の提出義務のある者が、当該管理票を管
理者に提出しないとき。

⑶ その他処理施設、投入施設又は運搬施設の適正な管理運営のために管理者が別に
定めるとき。

要綱（抜粋）
（持込みにおける遵守事項）（抄）
第20条 持込みの承認を受けた者は、承認を受けた処理施設及び承認を受けた廃
棄物に限り、持込むことができるものとする。
３ 持込みを行う者は、第４条に規定する持込車両の基準及び条例第７条に規定
する廃棄物の受入基準を遵守しなければならない。
11 持込みを行う者は、病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、
動物の診療施設、大学及び研究機関（医学、歯学、薬学及び獣医学に係るものに
限る。）等の医療行為等に伴って排出される一般廃棄物を持ち込むときは、感染
性廃棄物ではないこと又は法定された滅菌方法で処理された廃棄物であることを
明らかにしなければならない。

（搬入物検査等）（抄）
第21条 管理者は、持込みを行う者に対し、当該廃棄物が条例第7条に規定する
受入基準に適合していることを確認し、必要に応じて指導すること（以下「搬入
物検査」という。）ができる。

（持ち帰り指示）
第22条 管理者は、持込みを行う者が、次のいずれかに該当する行為を行っ
たときは、条例第8条の規定に基づき、当該廃棄物の受入れを拒否することが
できる。
⑴ 第20条各項のいずれかに違反したとき
⑵ 前条に規定する搬入物検査を拒否したとき
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条例（抜粋）
（受入基準）
第７条 廃棄物を処理施設又は投入施設に搬入する者及び運搬施設を利用する者は、
組合規則で定める受入基準に従わなければならない。
（受入拒否）
第８条 管理者は、廃棄物を処理施設又は投入施設に搬入する者及び運搬施設を利用
する者に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、その受入れを拒否することができる。
⑴ 前条の受入基準に従わないとき。
⑵ その他管理者が受け入れることが適当でないと認めるとき。

規則（抜粋）
（持込承認の取消し等）
第３条の３ 前条第三項の規定により承認を受けた者が条例、この規則その他の法令の規
定又は管理者が指示する事項に違反したときは、管理者は、その承認を取り消し、期間を定
めて継続持込みを停止し、又は期間を定めて搬入先等を制限することができる。
２ 前条第五項の規定により承認を受けた者が条例、この規則その他の法令の規定又は管
理者が指示する事項に違反したときは、管理者はその承認を取り消すことができる。

（受入基準）（抄）
第８条 条例第七条の規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 一般廃棄物の場合 次に掲げるとおりとする。
イ 東京二十三区清掃一部事務組合を組織する特別区の区域内において発生した一
般廃棄物であって、次のいずれにも該当しないものであること。
⑴ ふん尿
⑵ 動物の死体
⑶ 特別管理一般廃棄物に指定されている物
⑷ 有害性の物
⑸ 爆発性のある物、火災発生の原因となるおそれのある物等危険性のある物
⑹ 液状の物（投入施設に運搬する場合のし尿を除く。）
⑺ 粉末状又は顆粒状で飛散するおそれのある物
⑻ 焼却施設にあっては、焼却に適さない物
⑼ その他処理施設、投入施設又は運搬施設の管理運営に支障を来すおそれのある
物

※⑼に該当する物（要綱第６条第２項より）
（清掃工場の場合）
①柱・棒状で長さが50cmまたは角・径が10cmを超える物、②板状で一辺の長さ
が50cmを超える物、③箱形で対角線の長さが50cmを超える物、④畳においては
1/4以下（多摩川清掃工場においては1/5以下、世田谷・渋谷・豊島清掃工場にお
いては一辺の長さが50cm以下）に切断されていない物、⑤ロール状の物⑥一時に
大量に搬入される物、⑦搬入に長時間を要するなど清掃工場での受入れに支障を
来すおそれのある物、⑧フレキシブルコンテナバッグ⑨豊島清掃工場においては
紙おむつ


